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2
月
19
日
は
本
庁
舎
と
尾
山
台
・

上
尾
駅
出
張
所
の
業
務
を
休
業

行
政
経
営
課
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7
7
5
―

3
9
6
3

�
7
7
6
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8
8
7
3

市
民
課

�
7
7
5
―

5
1
2
8

�
7
7
5
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9
8
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市
役
所
本
庁
舎
1
階
・
2
階（
市
民
税

課
、
納
税
課
、
障
害
福
祉
課
、
高
齢
介
護

課
に
限
る
）・
5
階（
子
ど
も
支
援
課
、
子

ど
も
家
庭
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
、
保
育
課

に
限
る
）の
窓
口
、
尾
山
台
・
上
尾
駅
出

張
所
は
、窓
口
端
末
の
入
替
作
業
に
伴
い
、

2
月
19
日
㈯
の
業
務
を
休
み
ま
す
。

令
和
3
年
市
議
会
第
3
回
臨
時
会

総
務
課
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令
和
3
年
市
議
会
第
3
回
臨
時
会
が
昨

年
11
月
29
日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

議
会
で
は
、
人
事
院
勧
告
に
準
じ
て
市
職

員
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を

引
き
下
げ
る
た
め
の
条
例
の
一
部
改
正
な

ど
の
議
案
が
審
議
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
う

ち
市
長
提
出
の
6
議
案
に
つ
い
て
は
、
全

て
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

可
決
さ
れ
た
補
正
予
算
に
は
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
追
加
接
種（
3

回
目
接
種
）に
要
す
る
費
用
や
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け
た

子
育
て
世
帯
を
支
援
す
る
た
め
の
子
育
て

世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金
に
要
す
る
費

用
な
ど
を
計
上
し
て
い
ま
す
。

｢上
尾
市
ス
ポ
ー
ツ
健
康
都
市

宣
言（
案
）｣へ
の
意
見
を
募
集

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

�
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1
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昭
和
51
年
5
月
2
日
に
表
明
し
た
｢上

尾
市
ス
ポ
ー
ツ
都
市
宣
言
｣を
改
正
し
、新

た
に
｢上
尾
市
ス
ポ
ー
ツ
健
康
都
市
｣を
宣

言
し
ま
す
。
こ
の
た
び
、
そ
の
案
が
ま
と

ま
り
ま
し
た
の
で
市
民
コ
メ
ン
ト
制
度
に

基
づ
き
、
意
見
を
募
集
し
ま
す
。
【
宣
言

（
案
）の
公
表
・
意
見
募
集
期
間
】1
月
25

日
〜
2
月
18
日
㈮
【
宣
言（
案
）・
意
見

書
の
設
置
場
所
】高
齢
介
護
課
、
健
康
増

進
課
、
保
険
年
金
課
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
、

市
役
所
1
階
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
、
各
支

所
・
出
張
所
・
公
民
館

※
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
ま
す
。
�
市
内
に

在
住
・
在
勤
・
在
学
の
人
、
市
内
に
事
務

所
・
事
業
所
・
固
定
資
産
を
有
す
る
人
、

利
害
関
係
者
【
意
見
な
ど
の
取
り
扱
い
】

内
容
を
検
討
し
、参
考
と
す
る

※
住
所
、

氏
名
な
ど
個
人
が
特
定
で
き
る
箇
所
を
除

き
、
意
見
と
市
の
回
答
を
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
公
表
し
ま
す
。
個
別
に
は
回
答
し
ま

せ
ん
。
【
提
出
方
法
】意
見
書
に
必
要
事

項
を
記
入
し
て
、
直
接
か
郵
送（
当
日
消

印
有
効
）ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
、
メ
ー
ル（
�

s725700
@
city.ageo.lg.jp

）で
ス
ポ
ー

ツ
振
興
課（
〒
362
―

8
5
0
1
本
町
3
―

1
―

1
）へ

約20年にわたり活躍してきた消防
本部の調査車と市消防団第一分団の
消防ポンプ自動車を昨年12月に更新
しました。
【消防調査車】各種火災の原因、損害
などの調査のため、災害現場に出動
する車両。火災の原因を究明するた
めのさまざまな資器材を積載（全長
4．73㍍、全幅1．69㍍、全高2．39㍍、
乗車定員5人、ディーゼルエンジン、
4輪駆動方式）
【消防ポンプ自動車】消火のために水
をくみ上げるポンプの役割をする車
両。消火栓や貯水槽の水を毎分2，000
㍑以上、地上30㍍の高さまで放水す
る性能を持つ高圧ポンプを内蔵（全
長5．59㍍、全幅1．9㍍、全高2．5㍍、
乗車定員6人、ディーゼルエンジン、
2輪駆動方式）

消防調査車

消防ポンプ自動車

警防課 �775―1312
�775―2230

警防課 �775―1312
�775―2230消防車両を更新！消防車両を更新！
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ア
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ピ
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子育て世帯を支援するため、国の｢令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金｣の対象とならない一定所得以
上の保護者に対し、児童1人当たり5万円の給付金を支給します。 �次の①～③のいずれかに該当する児童の
保護者 ①令和3年9月分（10月支給）の児童手当が児童手当法の特例給付支給対象 ②令和3年度子育て世帯へ
の臨時特別給付金が所得要件で対象外となる平成15年4月2日～平成18年4月1日生まれ ③令和3年9月1日～令
和4年3月31日までに生まれた特例給付支給対象 【申請方法】①③児童手当の手続きをした人は、申請不要 ②
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の申請が必要 ※①～③のいずれかに該当する公務員は申請が必要
です。【支給日】①2月14日㈪ ②審査終了後に通知 ③児童手当の審査終了後に通知 ※詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。

令和3年度住民税非課税世帯などに対して1世帯当たり10万円を給付します。 �次の①②のいずれかの世帯
①令和3年12月10日時点で世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税 ②令和3年1月以降、新型コロナウ
イルス感染症の影響を受けて収入が減少し、世帯全員の年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下 ※
世帯全員が、住民税が課税されている他の親族などの扶養を受けている場合は対象外です。【給付方法】①対
象世帯に対して確認書を送付し、返送された確認書に基づき順次支給 ②2月14日㈪から市役所1階101会議室
で、申請受付を開始 ※詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、コールセンターへ問い合わせてくださ
い。

固
定
資
産
の
所
有
者
が

死
亡
し
た
と
き
の

現
所
有
者
申
告
書
の
提
出

資
産
税
課
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市
内
に
土
地
や
家
屋
を
所
有
す
る
人
が

死
亡
し
、
賦
課
期
日（
1
月
1
日
）ま
で
に

相
続
登
記
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
、
そ

の
固
定
資
産
は
現
所
有
者（
相
続
人
全
員
）

の
共
有
資
産
と
な
り
、
相
続
人
全
員
が
連

帯
し
て
納
税
義
務
を
負
い
ま
す
。
現
所
有

者
は
住
所
・
氏
名
な
ど
の
必
要
事
項
を
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。
※
未
登
記
家
屋
を

相
続
し
た
場
合
や
、
法
定
相
続
人
が
家
庭

裁
判
所
で
相
続
放
棄
の
手
続
き
を
し
て
い

る
場
合
は
、
資
産
税
課
に
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。
※
登
記
名
義
人
の
変
更（
相
続
登

記
）は
法
務
局
で
手
続
き
が
必
要
で
す
。

【
申
告
期
限
】現
所
有
者
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
3
カ
月
を
経
過
し

た
日
ま
で
【
提
出
書
類
】相
続
人
代
表
者

指
定
届
出
書
兼
現
所
有
者
申
告
書（
資
産

税
課
に
あ
る
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）に
必
要
事
項
を
記
入

し
て
、直
接
ま
た
は
郵
送
で
資
産
税
課（
〒

362
―

8
5
0
1
本
町
3
―

1
―

1
）へ

【物件の概要】所在地／柏座三丁目1番4、地目／宅地、面
積／34・16平方㍍ 【価格】入札案内書を参照 ※入札案
内書（一般競争入札執行要領、物件調書、入札参加申込
書など）は、2月1日㈫から施設課と各支所・出張所で配
布します。市ホームページにも掲載します。【公売方法】
一般競争入札
【入札日】2月
24日㈭ 【入
札場所】市役
所4階401会議
室 �2月1～
21日㈪9～17
時に直接、施
設課へ

給付金のご案内

子ども支援課 �775―5120・�774―5342

住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター �775―3548

子子育育てて世世帯帯へへののええががおお応応援援給給付付金金 市独自事業

住民税非課税世帯等臨時特別給付金住民税非課税世帯等臨時特別給付金

施設課 �775―5115・�775―9819

市有地の売払い
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子育て世帯を支援するため、国の｢令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金｣の対象とならない一定所得以
上の保護者に対し、児童1人当たり5万円の給付金を支給します。 �次の①～③のいずれかに該当する児童の
保護者 ①令和3年9月分（10月支給）の児童手当が児童手当法の特例給付支給対象 ②令和3年度子育て世帯へ
の臨時特別給付金が所得要件で対象外となる平成15年4月2日～平成18年4月1日生まれ ③令和3年9月1日～令
和4年3月31日までに生まれた特例給付支給対象 【申請方法】①③児童手当の手続きをした人は、申請不要 ②
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の申請が必要 ※①～③のいずれかに該当する公務員は申請が必要
です。【支給日】①2月14日㈪ ②審査終了後に通知 ③児童手当の審査終了後に通知 ※詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。

令和3年度住民税非課税世帯などに対して1世帯当たり10万円を給付します。 �次の①②のいずれかの世帯
①令和3年12月10日時点で世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税 ②令和3年1月以降、新型コロナウ
イルス感染症の影響を受けて収入が減少し、世帯全員の年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下 ※
世帯全員が、住民税が課税されている他の親族などの扶養を受けている場合は対象外です。【給付方法】①対
象世帯に対して確認書を送付し、返送された確認書に基づき順次支給 ②2月14日㈪から市役所1階101会議室
で、申請受付を開始 ※詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、コールセンターへ問い合わせてくださ
い。
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市
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日（
1
月
1
日
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で
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続
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記
が
行
わ
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て
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な
い
場
合
、
そ

の
固
定
資
産
は
現
所
有
者（
相
続
人
全
員
）

の
共
有
資
産
と
な
り
、
相
続
人
全
員
が
連

帯
し
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納
税
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い
ま
す
。
現
所
有

者
は
住
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・
氏
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ど
の
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要
事
項
を
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続
放
棄
の
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を
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て
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る
場
合
は
、
資
産
税
課
に
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。
※
登
記
名
義
人
の
変
更（
相
続
登

記
）は
法
務
局
で
手
続
き
が
必
要
で
す
。
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【物件の概要】所在地／柏座三丁目1番4、地目／宅地、面
積／34・16平方㍍ 【価格】入札案内書を参照 ※入札案
内書（一般競争入札執行要領、物件調書、入札参加申込
書など）は、2月1日㈫から施設課と各支所・出張所で配
布します。市ホームページにも掲載します。【公売方法】
一般競争入札
【入札日】2月
24日㈭ 【入
札場所】市役
所4階401会議
室 �2月1～
21日㈪9～17
時に直接、施
設課へ

給付金のご案内

子ども支援課 �775―5120・�774―5342

住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター �775―3548

子子育育てて世世帯帯へへののええががおお応応援援給給付付金金 市独自事業

住民税非課税世帯等臨時特別給付金住民税非課税世帯等臨時特別給付金

施設課 �775―5115・�775―9819

市有地の売払い
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口
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崎
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駐輪場

美しい景観と通行しやすい

街になるよう、皆さんの

ご理解とご協力をお願いします。

自転車は環境に優しく、子どもから大人まで手軽に乗れる便利な乗り物ですが、道路交通法上では｢軽車両｣の
扱いで、さまざまな法規制の対象になります。自転車に乗るときは、マナーを守ることはもちろん、交通の法律
やルールを守る必要があります。また、市では、駅周辺の美観を維持し、歩行者や緊急車両の通行の妨げになら
ないよう、係員による自転車放置に対する声掛けの他、放置自転車の撤去を実施しています。駅周辺に自転車を
止める際は駐輪場を利用するよう、引き続き皆さんのご理解とご協力をお願いします。

自転車は必ず施錠しましょう
市内の刑法犯認知件数のう
ち、自転車窃盗は多くの割合を
占めています。｢少しの時間だ
から｣｢自宅の敷地内だから大丈
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事業者へ給付！2月28日㈪締め切り

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

今年度をもって閉園するさいたま水上公園プー
ルの｢ありがとうイベント｣が昨年の12月12日に開
催され、私も足を運びました。
さいたま水上公園は、昭和46年の｢埼玉県100周
年記念事業｣の一環として｢海なし県に『海』を｣を
キャッチフレーズに、流れるプールやウォーター
スライダー、波のプールなど7つのプールが大変
な人気を博し、市内はもちろん県内外から多くの
皆さまが来場されました。
平成13年までは｢流れるプール｣をスケートリン
クとして冬場も営業し、夏冬通してにぎわい、最
盛期には年間入場者は100万人を超えていたそう
です。私も子どもたちを連れて幾度となく訪れ、
たくさんの思い出があります。
イベント当日は、年代を問わず多くの皆さまが
訪れて、プールやスケートだけでなく｢おもしろ

自転車｣で周回したことや、｢ヘラブナ釣り｣で終
日楽しんだなど、たくさんのお話を伺うことがで
きました。波のプールには、思い出の詰まったメッ
セージがすき間なく書き込まれ、半世紀にわたっ
ていかに愛された施設であったかが十分に伝わっ
てきました。
跡地は、埼玉県が整備を予定している｢スポー

ツ科学拠点施設｣の候補地として、現在基本計画
の策定が進められています。
上尾市としても、新たに生まれ変わるこの場所

が、アスリートだけでなく、多くの市民・県民の
皆さまの憩いの場、にぎわいの場として愛される
よう、引き続き、県と協議を重ねてまいります。

地域の防災力の向上を目的に、『上
尾市防災ガイドブック』と『上尾市水害
ハザードマップ』を、3月末までに市内
全戸に配布します。『上尾市防災ガイ
ドブック』には、災害への備えや防災
情報、地震ハザードマップなどを掲載
しているので、防災対策として活用し
てください。【主なポイント】防災備
蓄品などのチェックリスト、アプリと
連動した音声読み上げ
機能と外国語への自動
翻訳、水害時の避難行
動計画（マイ・タイム
ライン）作成シートな
ど

�新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が5㌫以上減少し、
公的融資制度（新型コロナウイルス感染症対応資金、新型コロナウ
イルス感染症特別貸付、小規模事業者経営改善資金〈マル経〉融資な
ど）を活用しながら事業活動の継続、推進に取り組む事業者へ支援
金を支給 �市内で事業を行う中小・小規模事業者（個人事業者を
含む）【支給額】法人／一律10万円（1回限り）、個人事業者／一律5
万円（1回限り） ※先着順で受け付けし、予算額に達した時点で締
め切ります。 �申請書（商工課、市役所1階にある。市ホームペー
ジからダウンロードも可）に記入し、必要書類を添付して、2月28日
まで（当日消印有効）に郵送で商工課（〒362―0042谷津2―1―50プラザ
22）へ ※感染防止対策として、窓口では受け付けしません。

危機管理防災課
�775―5140・�775―9927

市ホーム
ページ

上尾市防災ガイド
ブック・水害ハザー
ドマップを全戸配布

上尾市防災ガイド
ブック・水害ハザー
ドマップを全戸配布

昭和46年オープン当時のにぎわい

中小・小規模事業者事業継続支援金専用ダイヤル
�080―3718―2473

申請はお済みですか
中小・小規模事業者事業継続支援金
※支援金は期限内の申請が必要です。

申請はお済みですか
中小・小規模事業者事業継続支援金
※支援金は期限内の申請が必要です。

さいたま水上公園に想う
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